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Ⅳ．出水期における対応 
 

事      項 要                    点 備     考 

２．斜面変動に対する警戒体

制 

（１）白屋地区の斜面管理体制と通報基準 

①斜面管理体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 監視・計測の頻度は状況に応じて増減する。 

* 豪雨時の頻度は状況に応じて増減する。また、巡視を行うのが危険な場合は、計測のみとする。 

     

 ②通報基準 

斜面変動の恐れが強くなり、警戒や事前に安全な場所へ避難するための通報基準は、次の通りである。 

 (警戒体制への移行基準) 

イ． 伸縮計による計器変動値が１日１0mm 以上計測された時 

ロ． 大雨、暴風雨等の警報が出された時 

(避難勧告に関連する通報基準) 

イ． 伸縮計による計器変動値が１時間２mm 以上を 2時間連続計測された時 

ロ．  その他の状況から事前に避難する必要があると認められた時 

 

③通報体制 

                               通報 

 

 

体制 

項目 
注意体制 警戒体制 

頻度 
昼 2回 

夜 3時間毎 
常時 

巡回 

監視 
箇所 必要に応じて監視ポイントを増設する。 

頻度 
昼 2回 

夜 3時間毎 
原則として 1回/1h 

計測 

箇所 必要に応じて計器を増設する。 

体 制  24 時間体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準値超 紀ノ川ダム統合管理事務所 
川上村 

奈良県 

警鐘 

サイレン 

電話 

広報車 

白屋地区住民 


